
別記様式（第 14 条関係） 

 

附属機関等会議録 

令和２年５月 14日  

会 議 の 名 称 
令和２年度第１回島田市個人情報保護審議会  

※持ち回り審議により実施  

開 催 日 時 

午後１時 30 分から 

令和２年４月 30 日（木） 

午後５時 00 分まで 

※持ち回りによる審議 

開 催 場 所 持ち回りによる審議  

会 議 の 議 題 個人情報取扱事務の届出について  

会議の公開又は全

部若しくは一部の

非公開の別 

公開 ・ 非公開（ 全部 ・ 一部 ） 

会議の全部又は一

部の非公開の理由  
 

公 開 の 場 合 の  

傍 聴 人 の 数 
 人  

出 席 者 の 氏 名 等 

持ち回りによる審議 

小西会長、田代委員、今村委員、尾村委員、坂本委員、鈴木

委員 

会 議 の 結 果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所 管 課  

 

 

行 政 総 務 課 

 

 

 

 

 

 新規審議案件４件、変更審議案件５件について持ち回りに

よる審議及び報告を実施した。結果は以下のとおり。 

※委員からの意見や質問に係る回答については、「令和２年

度臨時島田市個人情報保護審議会意見・質問について」を

参照。 

 

【概要】新規案件においては事務の概要、変更案件において

は変更の概要。 

【審議ポイント】審議案件に係る個人情報保護審議会の意見

を聴く必要のある部分。 

【結果】審議結果。 

 

         内       容           

 

案件[１～４]については、新規審議案件。 

１ 新規審議 

「特別定額給付金支給事務」 

【概要】 

基準日（4 月 27 日）において、住民基本台帳に記録され

ている者に対して 10 万円を給付する。給付にあたり、住

民基本台帳に記載されている者の世帯主に対して、世帯構



 

 

 

 

 

 

 

子 育 て 応 援 課  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子 育 て 応 援 課  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

健 康 づ く り 課  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成員一人につき 10 万円を給付する形となる。 

【審議ポイント】 

公益上の必要を根拠とした本人以外からの個人情報の収

集及び外部提供並びに通知の省略 

【結果】 

  上記案件について承認された。 

 

２ 新規審議 

「特別定額給付金に係る申出受付事務（ＤＶ関連）」 

【概要】 

配偶者からの暴力を理由として、住民票に記載された住

所地以外に居住することとなった本人が居所で給付金を受

給するために関係機関と連絡調整を行う。 

【審議ポイント】 

公益上の必要を根拠とした本人以外からの個人情報の収

集及び通知の省略 

【結果】 

  上記案件について承認された。 

 

３ 新規審議 

「子育て世帯臨時特別給付金支給事務」 

【概要】 

子育て世帯（公務員含む）へ対象児童１人あたり１万円

の臨時特別給付金を支給する。 

【審議ポイント】 

公益上の必要を根拠とした本人以外からの個人情報の収

集 

【結果】 

  上記案件について承認された。 

 

４ 新規審議 

「妊婦用マスク配布」 

【概要】 

新型コロナウイルス感染予防の目的で、国から市町に送

付されたマスクを妊婦に配布する。 

【審議ポイント】 

公益上の必要を根拠とした本人以外からの個人情報の収

集 

【結果】 

  上記案件について承認された。 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

子 育 て 応 援 課  

 

福 祉 課  

 

 

福 祉 課  

 

 

福 祉 課  

 

包 括 ケ ア 推 進 課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

案件[５～９]については、変更審議案件。 

案件[５～９]については、全て案件[１]の「特別定額給付金

支給事務」を行うにあたり、当事務（案件[５～９]）で扱っ

ている情報を「特別定額給付金支給事務」担当課へ提供する

ものであり、変更部分はその点のみである。そのため、案件

[５～９]の【概要】は省略し、【審議ポイント】、【結果】

については、まとめて記載する。 

 

５ 変更審議 

「母子生活支援施設委託措置事業」 

６ 変更審議 

「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関す

る事務」 

７ 変更審議 

「障害者総合支援法に係る障害福祉サービス事業（自立支援

給付）」 

８ 変更審議 

「生活保護支援制度運用事務」 

９ 変更審議 

「高齢者に対する虐待防止等事務」 

 

【審議ポイント】 

公益上の必要を根拠とした個人情報の外部提供及び通知

の省略 

【結果】 

  上記案件について承認された。 

 

 

以上 

提出された資料等 

別紙のとおり 

・令和２年度臨時島田市個人情報保護審議会個人情報取扱届

出簿【審議案件】 

・令和２年度臨時島田市個人情報保護審議会 意見・質問に

ついて 

会議を所管する課

の名称 
行政経営部 行政総務課 

その他必要な事項 

 

 

 

 


